
（
は
）






ハ
イ
ゼ
ン
ト
ラ
20％
皮
下
注
10ｇ
／
50mLシ

リ
ン
ジ























10ｇ
50mL１

筒








128603





（
ら
）






ラ
コ
サ
ミ
ド
点
滴
静
注
100㎎

「
日
新
」


















100㎎
10mL１

管








1052




ラ
コ
サ
ミ
ド
点
滴
静
注
200㎎

「
日
新
」


















200㎎
20mL１

管








1846




レ
ギ
ュ
ニ
ー
ル

H
C
a
425腹

膜
透
析
液




















15Ｌ
１
袋
（
排
液
用
バ
ッ














グ
付
）






2438




レ
ギ
ュ
ニ
ー
ル

L
C
a
425腹

膜
透
析
液



















15Ｌ
１
袋
（
排
液
用
バ
ッ














グ
付
）






1880




（
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
）

第
一
条

容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
告
示
第
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
表
示
の
方
式
）

（
表
示
の
方
式
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

規
則
第
十
条
第
五
項
の
保
安
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め
る
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
表

示
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

２

規
則
第
十
条
第
五
項
の
保
安
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め
る
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
表

示
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

規
則
第
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
表
示

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十

一
号
）
第
十
条
の
規
定
に
適
合
す
る
容
器
に
あ
っ
て
は
、
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第

五
十
六
号
）
第
十
五
条
第
十
項
の
基
準
に
基
づ
く
表
示
の
方
式

一

規
則
第
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
表
示

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十

一
号
）
第
十
条
の
規
定
に
適
合
す
る
容
器
に
あ
っ
て
は
、
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第

五
十
六
号
）
第
十
四
条
の
二
第
十
項
に
定
め
る
基
準
に
基
づ
く
表
示
の
方
式

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

規
則
第
十
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
氏
名
等
の
表
示

次
に
掲
げ
る
方
式

四

規
則
第
十
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
氏
名
等
の
表
示

次
に
掲
げ
る
方
式

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
検
定
に
合
格
し
た
検
定

対
象
機
械
器
具
等
で
あ
る
附
属
品
を
装
置
し
た
容
器
に
あ
っ
て
は
、
容
器
等
の
外
面
の
見
や
す
い
箇
所
に

氏
名
等
を
記
載
し
た
票
紙
で
あ
っ
て
は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
貼
付
す
る
方
式

ロ

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
検
定
に
合
格
し
た
検
定

対
象
器
具
等
で
あ
る
附
属
品
を
装
置
し
た
容
器
に
あ
っ
て
は
、
容
器
等
の
外
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
氏
名

等
を
記
載
し
た
票
紙
で
あ
っ
て
は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
貼
付
す
る
方
式

ハ
〜
ト

（
略
）

ハ
〜
ト

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
溶
接
容
器
の
外
観
検
査
）

（
溶
接
容
器
の
外
観
検
査
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

溶
接
容
器（
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器（
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
を
除
く
。）で
あ
っ

て
、内
容
積
が
十
五
リ
ッ
ト
ル
以
上
百
二
十
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
容
器
に
限
る
。）に
係
る
外
観
検
査
に
つ
い
て
は
、

一
次
外
観
検
査
及
び
二
次
外
観
検
査
に
区
分
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
れ
ら
の
検
査
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て

行
う
も
の
と
す
る
。

２

溶
接
容
器（
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器（
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
を
除
く
。）で
あ
っ

て
、内
容
積
が
十
五
リ
ッ
ト
ル
以
上
百
二
十
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
容
器
に
限
る
。）に
係
る
外
観
検
査
に
つ
い
て
は
、

一
次
外
観
検
査
及
び
二
次
外
観
検
査
に
区
分
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
れ
ら
の
検
査
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て

行
う
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
〇
経
済
産
業
省
告
示
第
六
十
九
号

容
器
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
号
）
そ
の
他
の
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

令
和
八
年
六
月
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正


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